
令和 8年度 各企画書 記入・実施のポイント 

書類をご記入いただく前に、該当する企画のポイントやスケジュールを必ずご確認ください。 

 

【企画１】イベント計画書 

１．対象となるイベントについて 

• 町民の健康づくり（運動、食育、健康チェック等）につながる内容のイベントを募集します。 

• ※特定の商品の販売や勧誘のみを目的とした、営利目的のイベントは対象外となります。 

 

２．記入上の注意点 

• 日程・時間：毎月開催などの場合は「定例」にチェックし、頻度をご記入ください。（例：毎月第 2水曜

日 10時〜11時） 

• 対象・定員：「町民限定」「女性限定」「初心者歓迎」など、ターゲットが明確な場合はご記入ください。 

• 広報について：ロゴや写真データがある場合はメールでご提供ください。 

 

３．今後のスケジュール 

ご提出後、内容を確認のうえ、町の広報媒体等で周知いたします。 

実施時期 提出期限 

通年実施の場合 イベント開催予定月の 2か月前まで 

秋イベント（10～11月実施） 令和 8年 7月 10日（金） 

春イベント（3月実施） 令和 8年 11月 27日（金） 

 

 

【企画２】ブース出展申込書 

１．イベント概要と出展内容 

項目 内容 

イベント名 知っ得・納得・測っ得 

日時・場所 令和 8年 3月の日曜日 10:00～15:00 ／ 長与町民体育館 

出展内容 
「数値で知ろう」「体験して知ろう」「相談してみよう」のいずれかをテーマにした、来場

者が楽しく健康について学べるブースの出展をお願いします。 

 

２．記入上の注意点 

• 必要な広さ・物品：会場スペースや備品（机・椅子等）には限りがあるため、ご希望に沿えない場合がご

ざいます。あらかじめご了承ください。 

• 電源の使用：電源が必要な機材をお持ち込みの場合は、必ず「その他持込・必要物品」または「備考」欄

にその旨と必要数をご記入ください。 

• 駐車場について：会場（体育館）の隣接の駐車場は【1ブースにつき 1台のみ】となります。複数台でお

越しの場合は、徒歩 5分の別駐車場をご案内します。 

 

３．今後のスケジュール 

• 提出期限：令和 8年 11月 27日（金） 

• ご提出後、出展場所等の調整を行い、後日詳細なご案内（搬入時間や当日の注意事項等）をお送りいたし

ます。 

 



 

【企画３】賞品設定計画書 

１．賞品設定の基準（上限金額・品数） 

貴事業所の分類に応じて、設定できる賞品の上限金額（税込）と品数が異なります。 

該当する分類をご確認のうえ、「単価×当選人数」の合計が上限の範囲内で賞品をご設定ください。 

※現在該当していなくても、今年度中に実施予定の事業所様も対象となります。 

分類 ご提供いただける賞品の範囲 

①「長与町健康づくり推進連携協定」締結事業所 25,000円（税込）以内で、2品まで 

②県公式アプリ「歩こーで！」協力店 25,000円（税込）以内で、2品まで 

③長崎県「健康づくり応援の店」（ヘルシーメニュー提供店） 20,000円（税込）以内で、1品のみ 

④町の健康づくりキャンペーン・イベント協力事業所 20,000円（税込）以内で、1品のみ 

【複数に該当する場合の特例】 

①～④のうち複数の分類に該当する事業所様は、該当する分類の上限金額を合算してご設定いただけます。

※ただし、ご提供いただける品数は「最大２品まで」となります 

（例：②と③に該当する場合 ⇒ 上限 45,000円以内で、2品まで設定可能） 

 

２．記入上の注意についてについて 

賞品の内容：事業所の PRにつながる自社商品やサービスの設定を推奨しています。該当する分類をご確認の

うえ、「単価×当選人数」の合計が上限の範囲内で賞品をご設定ください。 

画像データ：過去と同じでよい場合は「□」にチェックを、新規は後日メール等でご提出ください。 

引換期間：令和 9年 1月６日 ～ 2月５日 の間で、必ず「3週間以上」の期間を設けてください。 

誓約書：内容をご確認のうえ、必ず「□ 確認・誓約しました」にチェックをお願いします。 

 

３．今後のスケジュールと精算の流れ 

時期 内容 

令和 8年 6月 30日 【提出期限】 賞品設定計画書の提出 

12月下旬 町から事業所（店舗）へ「賞品引換券（引換確認用書類）」を発送 

令和 9年 1月 5日 町から当選者へ、アプリ等で当選通知（結果発表） 

令和 9年 1月 6日～ 

2月 5日 

当選者が事業所を訪問し、賞品を受取 

（※事業所は、事前に届いた引換券と当選者を確認して賞品をお渡しください） 

2月以降 

事業所から町へ、処理済みの引換券を添えて代金を請求 

（※支払いは引換があった分のみとします。当選者が引換に来なかった分は請求で

きません。） 

後日、町から指定口座へお支払いします 

 

４．提出期限・提出先 

【提出期限】令和８年６月３０日（火） 

 


